
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號
拔
刷

二
〇
一
三
年
三
月
発
行

子
犯
鐘

三

輪

健

介



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
一
一

金
文
通
解

子
犯
鐘

三

輪

健

介

器
名

子
犯
龢
（
和
）
鐘
（
張
光
遠
）・
子
犯
編
鐘
（
李
學
勤
他
）・
鄭
武
公
編
鐘

（
楊
坤
）

時
代

春
秋
中
期

出
土「

山
西
省
考
古
工
作
五
十
年
」（

物
出
版
社
編
『
新
中
國
考
古
五
十
年
』

物

出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
と
、
山
西
省
聞

縣
の
晉
墓
よ
り
盗
掘
に
よ
っ

て
出
土
し
た
と
い
う
。

㉗
張
光
遠
に
は
、
そ
の
後
の
鐘
の
行
方
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
九
九
四
年
九
月

中
旬
、
臺
北
故
宮
博
物
院
が
銅
鐘
十
二
件
（
子
犯
鐘
甲
第
一
鐘
〜
第
八
鐘
、
乙
第

五
鐘
〜
第
八
鐘
）
を
購
入
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
陳
鴻
榮
氏
が
一
九
九
四
年
一
一

月
か
ら
一
九
九
五
年
二
月
に
、
香
港
の
骨
董
市
で
三
件
の
銅
鐘
（
子
犯
鐘
乙
第
一

鐘
・
乙
第
二
鐘
・
乙
第
四
鐘
）
を
購
入
し
た
。
張
光
遠
氏
の
調
査
の
結
果
、
故
宮

博
物
院
と
陳
氏
が
購
入
し
た
銅
鐘
は
組
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
九
九
七
年
九
月
、
王
亞
玲
氏
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ズ
の
骨
董
競
賣
市
場
で
一
件
（
子
犯
鐘
乙
第
三
鐘
）
の
銅
鐘
を
購
入
し
、
子
犯
鐘

計
一
六
件
が
臺
北
に
揃
う
こ
と
に
な
っ
た
。

收
藏

臺
北
故
宮
博
物
院
（
甲
第
一
鐘
―
第
八
鐘
、
乙
第
五
鐘
―
第
八
鐘
）

臺
北
收
藏
家
陳
鴻
榮
・
王
亞
玲
夫
妻
所
藏
（
乙
第
一
鐘
―
第
四
鐘
）

著
祿

張
光
遠
「
故
宮
新
藏
春
秋
晉

稱
覇
『
子
犯
和
鐘
』
初
釋
」（『
故
宮

物
月
刊
』

一
三
―
一
（
總
一
四
五
）、
一
九
九
五
年
四
月
）

張
光
遠
「
春
秋
中
期
晉
國
子
犯
和
鐘
的
新
證
・
測
音
與
校
釋
」（『
故
宮

物
月

刊
』
一
八
―
二
（
總
二
〇
六
）、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）

劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金

集
錄
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、

一
〇
―
二
五
）

鍾
柏
生
・
陳
昭
容
・
黃
銘
崇
・
袁
國
華
編
著
『
新
收
殷
周
靑
銅
器
銘

曁
器
影
彙

編
』（
藝

印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
〇
八
―
一
〇
二
三
）

考
釋

①
張
光
遠
「
故
宮
新
藏
春
秋
晉

稱
覇『
子
犯
和
鐘
』初
釋
」（『
故
宮

物
月
刊
』



子
犯
鐘

一
一
二

一
三
―
一
（
總
一
四
五
）、
一
九
九
五
年
四
月
）

②
李
學
勤
「
補
論
子
犯
編
鐘
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
五
年
五
月
二
十
八
日
）

（
同『
夏
商
周
年
代
學
札
記
』遼
寧
大
學
出
版
社
、一
九
九
九
年
所
收
）

③
張
光
遠
「
春
秋
晉
國
子
犯
和
鐘
的
排
次
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
五
年
八

月
六
日
）

④
裘
錫
圭
「
也
談
子
犯
編
鐘
」（『
故
宮

物
月
刊
』
一
三
―
五
（
總

一
四
九
）、
一
九
九
五
年
八
月
）

⑤
黃
錫
全
「
新
出
晉
〝
搏
伐
楚
荆
〞
編
鐘
銘

述
考
」（『
長
江

化
論
集
』

一
、一
九
九
五
年
八
月
）（
同
『
古

字
論
叢
』
藝

印
書
館
、

一
九
九
九
年
所
收
）

⑥
張
光
遠
「
子
犯
和
鐘
的
排
次
及
補
釋
」（『
故
宮

物
月
刊
』
一
三
―
六
（
總

一
五
〇
）、
一
九
九
五
年
九
月
）

⑦
蔡
哲
茂
「
再
論
子
犯
編
鐘
」（『
故
宮

物
月
刊
』
一
三
―
六
（
總

一
五
〇
）、
一
九
九
五
年
九
月
）

⑧
裘
錫
圭
「
關
于
子
犯
編
鐘
的
排
次
及
其
它
問
題
」（『
中
國

物
報
』

一
九
九
五
年
十
月
八
日
）

⑨
朱
啓
新
「
關
于
子
犯
編
鐘
的
討
論
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
五
年
十
二
月

三
十
一
日
）

⑩
李
學
勤
「
子
犯
編
鐘
續
談
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
六
年
一
月
七
日
）（
同

『
夏
商
周
年
代
學
札
記
』
遼
寧
大
學
出
版
社
、
一
九
九
九
年
所
收
）

⑪
張
聞
玉
「
子
犯
和
鐘
〝
五
月
初
吉
丁
未
〞
解
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
六

年
一
月
七
日
）

⑫
朱
啓
新
「
子
犯
編
鐘
討
論
資
料
續
補
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
六
年
一
月

二
十
一
日
）

⑬
彭
裕
商
「
也
談
子
犯
編
鐘
的
〝
五
月
初
吉
丁
未
〞」（『
中
國

物
報
』

一
九
九
六
年
二
月
十
一
日
）

⑭
張

玫
「
再
談
子
犯
和
鐘
〝
五
月
初
吉
丁
未
〞」（『
貴
陽
金
築
大
學
學
報
』

一
九
九
六
年
二
期
）

⑮
張
光
遠
「
春
秋
晉
國
子
犯
和
鐘
淺
說
」（『
故
宮

物
月
刊
』
一
四
―
二
（
總

一
五
八
）、
一
九
九
六
年
五
月
）

⑯
張
聞
玉
「
再
談
子
犯
和
鐘
曆
日
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
六
年
六
月
二
日
）

⑰
黃
錫
全
「
子
犯
編
鐘
補
議
」（『
中
國

物
報
』
一
九
九
六
年
六
月
二
日
）（
同

『
古

字
論
叢
』
藝

印
書
館
、
一
九
九
九
年
所
收
）

⑱
蔡
哲
茂
「
子
犯
編
鐘
〝
克
奠
（
定
）
王
立
（
位
）〞
補
釋
」（『
故
宮

物
月
刊
』

一
四
―
三
（
總
一
五
九
）、
一
九
九
六
年
六
月
）

⑲
白
光
埼
「
子
犯
編
鐘
的
年
份
問
題
」（『

物
世
界
』
一
九
九
七
年
第
二
期
）

⑳
江
林
昌
「
新
出
子
犯
編
鐘
銘

史
料
價
値
初
探
」（『

獻
』
一
九
九
七
年
第

三
期
）

㉑
馮

時
「
春
秋
子
犯
編
鐘
紀
年
硏
究
―
晉
重
耳
歸
國
考
」（『

物
世
界
』

一
九
九
七
年
第
四
期
）

㉒
武
家
璧
「
子
犯
鐘
鐘
銘
考
釋
」（『
中
原

物
』
一
九
九
八
年
第
二
期
）

㉓
周
鳳
五
「
子
犯
編
鐘
銘

「
諸
楚
荆
」
的
釋
讀
問
題
」（『
故
宮

物
月
刊
』

一
六
―
三
（
總
一
八
三
）、
一
九
九
八
年
六
月
）

㉔
李
學
勤
「
子
犯
鐘
的
曆
日
問
題
」（
同
『
夏
商
周
年
代
學
札
記
』
遼
寧
大
學
出

版
社
、
一
九
九
九
年
）

㉕
陳
雙
新
「
子
犯
鐘
銘
考
釋
」（『
安
徽
敎
育
學
院
學
報
』
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
）



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
一
三

㉖
羅
衞
東
「〝
子
犯
編
鐘
〞
補
釋
」（『
古
漢
語
硏
究
』
二
〇
〇
〇
年
第
二
期
）

㉗
張
光
遠
「
春
秋
中
期
晉
國
子
犯
龢
鐘
的
新
證
・
測
音
與
校
釋
」（『
故
宮

物

月
刊
』
一
八
―
二
（
總
二
〇
六
）、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）

㉘
淺
原
逹
郞
「
西
周
後
期
の
編
鐘
の
設
計
」（『
東
方
學
報
』第
七
二
册
、二
〇
〇
〇
年
）

㉙
何
樹
環
「
談
〝
子
犯
編
鐘
〞
銘

中
的
〝
西
之
六
師
〞」（『
故
宮

物
月
刊
』

一
九
―
二
（
總
二
一
八
）、
二
〇
〇
一
年
五
月
）

㉚
陳
雙
新
「
子
範
編
鐘
銘

硏
究
述
略
」（『
故
宮

物
月
刊
』
一
九
―
四
（
總

二
二
〇
）、
二
〇
〇
一
年
七
月
）

㉛
陳
雙
新
「
子
犯
編
鐘
銘

補
議
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
）

32
王

輝
『
商
周
金

』（

物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

33
陳
昭
昭
「
論
子
犯
：
晉

覇
業
功
臣
之
首
」（『
嘉
南
學
報
』
第
三
三
期
、

二
〇
〇
七
年
）

34
佐
藤
信
彌
「
東
遷
以
後
の
周
王
朝
と
そ
の
儀
禮
」（『
東
亞

史
論
叢
』
二
〇
〇
七

年
一
一
月
）

35
趙
曉
龍
「
子
犯
編
鐘
年
代
補
釋
」（
復
旦
大
學
出
土

獻
與
古

字
硏
究
中

心
二
〇
〇
八
年
八
月
二
四
日
、http://w

w
w
.gw

z.fudan.edu.cn/

SrcShow
.asp?Src_ID

=
489

）

36
趙
曉
龍
「
子
犯
編
鐘
銘

補
釋
」（『

物
世
界
』
一
、
二
〇
〇
九
年
第
一
期
）

37
趙
曉
龍
「
子
犯
編
鐘
銘

〝
西
之
六
師
〞
試
解
」（『
西
南
交
通
大
學
學
報
（
社

會
科
學
版
）』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
）

38
方
建
軍
「
子
犯
編
鐘
音
列
組
合
新
說
」（『
交

（
西
安
音
樂
學
院
學
報
）』

二
〇
一
一
年
第
一
期
）

39
楊

坤
「
由
淸
華
竹
書
《
系
年
》
反
思
子
犯
編
鐘
〝
西
之
六
師
〞」（
簡
帛

二
〇
一
二
年
一
月
四
日
、http://w

w
w
.bsm

.org.cn/show
_

article.php?id=
1616

）

器
制
・
各
鐘
の
銘

第
一
鐘
（
甲
）
通
高71.2

cm

重
量44.5

kg

銘
二
二
字

第
一
鐘
（
乙
）
通
高71.4

cm

重
量41.4

kg

銘
二
二
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

隹
（
唯
）
王
五
月
初
吉
丁
未
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
來
復
其

邦
者
（
諸
）
楚

（
荆
）

第一鐘（甲）第一鐘（乙）



子
犯
鐘

一
一
四

第
二
鐘
（
甲
）
通
高66.7

cm

重
量40.9 kg

銘
二
二
字
（
①
③
⑮
張
光

遠
で
は
第
三
鐘
（
甲
））

第
二
鐘
（
乙
）
通
高67.5

cm

重
量38

kg

銘
二
二
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

不
聖
（
聽
）
令
（
命
）
于
王
所
子
봪
（
犯
）
及
晉
公

（
率
）
西
之
六

밍
（
師
）
꽪
（
搏
）
伐
楚

（
荆
）
孔
休

第二鐘（甲）第二鐘（乙）

第
三
鐘
（
甲
）
通
高67.6

cm

重
量41.2 kg

銘
二
二
字
（
①
③
⑮
張
光

遠
で
は
第
二
鐘
（
甲
））

第
三
鐘
（
乙
）
通
高66.7

cm

重
量44

kg

銘
二
二
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

大
工
（
功
）
楚

（
荆
）
喪
氒
（
厥
）
밍
（
師
）
滅
氒
（
厥
）

（
禹
？
）

子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
燮
者
（
諸
）
侯
卑
（
俾
）
朝

第三鐘（甲）第三鐘（乙）



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
一
五

第
四
鐘
（
甲
）
通
高61.7

cm

重
量43.2

kg

銘
二
二
字

第
四
鐘
（
乙
）
通
高62.5

cm

重
量42.5

kg

銘
二
二
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

王
克
奠
王
立
（
位
）
王
易
（
賜
）
子
봪
（
犯
）
輅
車
四
뽡
衣
常
（
裳
）

黹
（
黼
）
市
冠
者
（
諸
）
侯
羞
元

第四鐘（甲）第四鐘（乙）

第
五
鐘
（
甲
）
通
高44

cm

重
量15.75

kg

銘
一
二
字

第
五
鐘
（
乙
）
通
高44.5

cm

重
量16.5

kg

銘
一
二
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

金
于
子
봪
（
犯
）
之
所
用
爲
龢
鐘
九

（
堵
）

第五鐘（甲）第五鐘（乙）



子
犯
鐘

一
一
六

第
六
鐘
（
甲
）
通
高42

cm

重
量15.4

kg

銘
一
〇
字

第
六
鐘
（
乙
）
通
高41.5

cm

重
量15.4

kg

銘
一
〇
字

銘
は
甲
に
同
じ

で
あ
る
が
左
か
ら
右
方
向
に
書
か
れ
る

銘

孔
먚
（
淑
）
꽏
（
且
）
碩
乃
龢
꽏
（
且
）
鳴
用

（
燕
）

第六鐘（甲）第六鐘（乙）

第
七
鐘
（
甲
）
通
高30.5

cm

重
量6.8

kg

銘
一
〇
字

第
七
鐘
（
乙
）
通
高30.5

cm

重
量6.8

kg

銘
一
〇
字

銘
は
甲
に
同
じ

銘

用
寧
用
亯
（
享
）
用
孝
用
롰
（
祈
）
뼉
（
眉
）
壽

第七鐘（甲）第七鐘（乙）



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
一
七

第
八
鐘
（
甲
）
通
高28.1

cm

重
量5.4 kg

銘
一
二
字
（
重

二
を
含
む
）

第
八
鐘
（
乙
）
通
高28

cm

重
量5.5

kg

銘
一
二
字
（
重

二
を
含
む
）

銘
は
甲
に
同
じ

銘

萬
年
無
彊
（
疆
）
子
子
孫
孫
永
寶
用
樂

第八鐘（甲）第八鐘（乙）

①
張
光
遠
を
參
考
に
、
以
下
、
器
制
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
子
犯
鐘
一
六
件
は

す
べ
て
同
形
で
あ
る
。

こ
の
編
鐘
は
、周
代
の
「
甬
鐘
」
の
形
制
に
屬
す
。
鐘
の
上
部
は
長

形
に
な
っ

て
お
り
（
學
名
は
「
甬
」）、
そ
の
長
さ
は
お
よ
そ
全
鐘
の
高
さ
の
三
分
の
一
を
占

め
る
。
鐘
の
正
面
に
は
、
鐘

の
鐘
體
に
接
し
て
い
る
部
分
に
一
つ
の
突
出
し
た

環
（
學
名
は
「
旋
」）
が
あ
り
、
そ
こ
に
鉤
を
通
し
て

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
鐘
體
は
あ
た
か
も
二
つ
の
瓦
を
合
わ
せ
た
「
合
瓦
式
」
の
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
鐘
の
橫
斷
面
は
橢
圓
形
に
な
っ
て
い
る
。

鐘
口
は
下
に
向
っ
て
灣
曲
し
て
お
り
、
兩
端
が
と
が
り
突
き
出
し
て
い
る
。
鐘

腔
の
內
壁
に
は
等
し
く
配
列
さ
れ
た
八
條
の
「
調
音
槽
」（
調
律
の
た
め
の
彫
り

こ
み
）
が
兩
端
に
各
々
一
つ
、
前
後
に
各
々
三
つ
あ
る
。
鐘
體
表
面
の
前
後
の
上

半
部
に
は
、
い
ず
れ
に
も
三
列
の
長
い
突
起
が
あ
り
、
左
右
各
々
九
個
、
鐘
全
體

で
計
三
六
個
あ
る
。

鐘
の
正
面
の
正
中
央
、
鐘
の
中
心
部
位
（
學
名
は
「
鉦
」）
に
は
、
銘

が
鑄

造
さ
れ
て
い
る
。「
鉦
」
の
下
よ
り
口
沿
ま
で
の
部
分
は
「
鼓
」
と
稱
す
。「
鼓
」

の
正
中
央
の
部
分
は
「
隧
」（
遂
）
と
稱
し
、
打
つ
と
「
正
音
」（
隧
音
）
を
發
す

る
部
位
で
あ
る
。「
鼓
」
よ
り
左
右
の
兩
側
端
の
中
心
は
、
打
つ
と
「
側
音
」（
鼓

音
）
を
發
す
る
部
位
で
あ
る
。
一
つ
の
鐘
は
打
つ
と
二
つ
の
樂
音
を
出
す
。
こ
れ

は
そ
の
鐘
腔
が
橢
圓
形
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
鐘
口
の
中
央
の
間
は
最
も

廣
く
、
兩
側
は
次
第
に
狹
く
な
っ
て
い
き
、
そ
の
た
め
、
打
つ
と
二
種
の
異
な
っ

た
振
動
頻
律
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
正
音
」
は
低
く
、「
側
音
」
は
高
く
、

二
者
の
音
の
差
は
凡
そ
長
三
度
よ
り
短
三
度
で
あ
る
。

鐘
體
上
の
紋
飾
は
、
三
列
の
突
起
の
間
に
あ
り
、
二
條
の
帶
狀
の
紋
飾
に
挾
ま



子
犯
鐘

一
一
八

れ
て
現
れ
て
お
り
、
そ
の
左
右
に
は
各
々
「
雙
頭
長
舌
回
首
Ｓ
形
龍
」
を
作
る
。

「
鼓
」
の
部
位
で
は
、
一
對
の
向
い
合
う
「
長
舌
回
首
龍
紋
」
を
作
る
。
そ
の
他

で
は
、
鐘
體
の
頂
部
（
學
名
は
「
舞
」）
は
「
雲
雷
紋
」
を
飾
り
、
鐘

上
に
突

起
し
て
い
る
丸
い
箍
お
よ
び
環
上
に
は
、い
ず
れ
も
「
重
環
紋
」
を
飾
っ
て
い
る
。

こ
の
種
の
「
長
舌
回
首
龍
紋
」
お
よ
び
「
重
環
紋
」
は
、
西
周
晩
期
よ
り
春
秋
の

世
ま
で
常
に
見
ら
れ
る
紋
飾
で
あ
る
。

子犯鐘第一鐘（乙）

銘
①
張
光
遠
は
、
鐘
を
大
き
い
方
か
ら
順
番
に
竝
べ
る
と
、
上
記
の
第
一
鐘
・
第

三
鐘
・
第
二
鐘
・
第
四
鐘
…
…
と
な
り
、
銘

を
そ
の
順
番
で
讀
む
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
銘

の
意
味
が
通
じ
な
い
た
め
、
④
裘
錫
圭
は
①

張
光
遠
に
い
う
第
三
鐘
と
第
二
鐘
の
順
番
を
入
れ
換
え
、
第
一
鐘
・
第
二
鐘
・
第

三
鐘
・
第
四
鐘
…
…
の
順
番
で
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
後
の
硏
究
者

は
み
な
④
裘
錫
圭
の
說
に
從
っ
て
い
る
。
數
年
後
、
子
犯
鐘
の
そ
れ
ま
で
不
明
で

あ
っ
た
殘
り
が
發
見
さ
れ
、
㉗
張
光
遠
は
考
え
を
改
め
て
お
り
、
④
裘
錫
圭
と
同

じ
順
番
で
銘

を
讀
ん
で
い
る
。
本
稿
で
も
④
裘
錫
圭
の
說
に
從
う
。

各
鐘
の
そ
れ
ぞ
れ
の

字
數
は
上
記
の
通
り
で
あ
り
、
合
計
す
る
と
一
三
二
字

（
重

二
字
を
含
む
）
と
な
る
。

隹
（
唯
）
王
五
月
初
吉
丁
未
。
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
來
復
其

邦
。
者
（
諸
）
楚

（
荆
）
不
聖
（
聽
）
令
（
命
）
于
王
所
。
子
봪
（
犯
）

及
晉
公

（
率
）
西
之
六
밍
（
師
）、
꽪
（
搏
）
伐
楚

（
荆
）、
孔
休
大
工

（
功
）。
楚

（
荆
）
喪
氒
（
厥
）
밍
（
師
）、
滅
氒
（
厥
）

（
禹
？
）。

子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
燮
者
（
諸
）
侯
卑
（
俾
）
朝
王
、
克
奠

王
立
（
位
）。
王
易
（
賜
）
子
봪
（
犯
）
輅
車
四
뽡
・
衣
常
（
裳
）・
黹
（
黼
）

市
・
冠
。
者
（
諸
）
侯
羞
元
金
于
子
봪
（
犯
）
之
所
、用
爲
龢
鐘
九

（
堵
）。

孔
먚
（
淑
）
꽏
（
且
）
碩
、
乃
龢
꽏
（
且
）
鳴
。
用

（
燕
）
用
寧
、
用
亯

（
享
）
用
孝
。
用
롰
（
祈
）
뼉
（
眉
）
壽
、萬
年
無
彊
（
疆
）。
子
子
孫
孫
、

永
寶
用
樂
。

隹
（
唯
）
王
五
月
初
吉
丁
未
。

王
と
は
、
銘

の
內
容
か
ら
考
え
る
と
、
周
の
襄
王
（『
史
記
』
の
記
述
に
從

う
と
、
在
位
前
六
五
一
〜
前
六
一
九
年
）
を
指
す
。
し
か
し
、
襄
王
の
何
年
で
あ

る
の
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、「
五
月
初
吉
丁
未
」
と
は
い
つ
で
あ
る
の
か
が
問
題



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
一
九

と
な
り
、
樣
々
な
說
が
出
さ
れ
て
い
る
。

①
㉗
張
光
遠
・
④
裘
錫
圭
を
は
じ
め
と
す
る
硏
究
者
逹
は
、「
五
月
初
吉
丁
未
」

を
『
左
傳
』
僖
公
二
十
八
年
（
前
六
三
二
年
）
の
晉
が
楚
を
城
濮
で
敗
っ
た
後
に

記
載
さ
れ
る
、「（
五
月
）
丁
未
、
獻
楚
俘
于
王
。」【
丁
未
、
楚
俘
を
王
に
獻
ず
。】

の
日
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

⑪
張
聞
玉
は
、初
吉
は
朔
（
一
日
）
を
指
す
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
五
月
丁
未
」

が
朔
に
な
る
日
を
張
培
瑜
『
中
國
先
秦
史
曆
表
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
）

よ
り
探
す
と
、そ
の
曆
日
は
魯
僖
公
二
十
一
年
（
前
六
三
九
年
）
と
な
り
、『
史
記
』

晉
世
家
に
い
う
「
醉
重
耳
、
載
以
行
。」【
重
耳
を
醉
は
せ
、
載
せ
て
以
て
行さ

る
。】

の
日
で
あ
る
と
い
う
。
齊
に
亡
命
し
、そ
こ
か
ら
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
重
耳（
晉

公
）
に
對
し
て
、
子
犯
と
趙
衰
が
齊
を
去
る
こ
と
を
企
て
、
重
耳
の
妻
で
あ
る

姜
氏
と
共
に
酒
に
醉
わ
せ
て
車
に
乘
せ
、
齊
を
去
り
、
晉
に
復
國
さ
せ
よ
う
と
し

た
日
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
說
に
對
し
て
⑬
彭
裕
商
は
批
判
を
行
い
、
こ
の
曆
日
は
鑄
器
の
日
を

指
す
と
考
え
る
。
そ
の
具
體
的
な
日
は
、張
培
瑜
『
三
千
五
百
年
曆
日
天
象
』（
大

象
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
と
、
周
曆
の
周
襄
王
二
十
三
年
（
前
六
二
九

年
）
五
月
戊
申
朔
が
、
丁
未
と
の
差
が
一
日
で
あ
り
、
こ
れ
は
踐
土
の
盟
の
僅
か

三
年
後
で
、
參
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

②
李
學
勤
は
、
①
㉗
張
光
遠
・
④
裘
錫
圭
等
と
同
じ
く
『
左
傳
』
僖
公
二
十
八

年
五
月
丁
未
の
日
と
考
え
た
。
⑩
李
學
勤
は
、
同
日
に
『
中
國

物
報
』
に
發
表

さ
れ
た
⑪
張
聞
玉
に
同
意
し
て
い
る
。
し
か
し
、
㉔
李
學
勤
で
は
そ
れ
ら
の
說
を

改
め
て
、
王
が
子
犯
に
車
馬
衣
佩
を
賜
り
、
諸
侯
が
金
を
進
め
た
の
は
、
い
ず
れ

も
僖
公
二
十
八
年
の
十
月
（『
春
秋
』
僖
公
二
十
八
年
に
「
冬
、公
會
晉
侯
・
齊
侯
・

宋
公
・
蔡
侯
・
鄭
伯
・
陳
子
・
莒
子
・

人
・
秦
人
于
溫
。
天
王
狩
于
河
陽
。
壬

申
、
公
朝
于
王
所
。」【
冬
、
公
、
晉
侯
・
齊
侯
・
宋
公
・
蔡
侯
・
鄭
伯
・
陳
子
・

莒
子
・

人
・
秦
人
に
溫
に
會
す
。
天
王
、
河
陽
に
狩
す
。
壬
申
、
公
、
王
所
に

朝
す
。】
と
あ
る
。）
の
事
情
で
あ
り
、
⑬
彭
裕
商
に
言
う
よ
う
に
、
曆
日
は
そ
の

後
數
年
の
內
に
こ
れ
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
當
然
そ
れ
は
鐘

を
鑄
造
し
た
時
間
で
あ
り
、五
月
初
吉
丁
未
は
五
月
一
日
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、
⑭
張
玫
は
、
⑬
彭
裕
商
の
批
判
に
對
し
て
自
說
を
述
べ
、「
五
月
初
吉

丁
未
」
は
紀
元
前
六
三
九
年
の
五
月
初
吉
丁
未
で
、
子
犯
が
晉
公
を
助
け
て
齊
を

去
り
復
國
し
た
年
の
曆
日
で
あ
る
と
す
る
。

⑯
張
聞
玉
に
お
い
て
も
、
曆
日
は
紀
元
前
六
三
九
年
の
五
月
初
吉
丁
未
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
、「
五
月
初
吉
丁
未
」
は
そ
の
後
、
三
〇
年
の
內
に
再
び
存
在

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
根
本
的
に
そ
れ
が
鑄
器
の
曆
日
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
否
定
す
る
と
し
て
、
⑬
彭
裕
商
に
對
し
て
反
論
を
行
っ
た
。
ま
た
、

子
犯
鐘
の
記
す
「
五
月
初
吉
丁
未
」
は
、
晉
國
の
曆
が
寅
正
を
用
い
て
い
る
こ
と

に
依
據
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

㉑
馮
時
は
、
鐘
銘
の
紀
年
は
實
際
に
は
重
耳
が
歸
國
し
て
晉
君
に
卽
位
し
た
日

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
體
的
な
日
に
つ
い
て
檢
討
し
、
そ
れ

は
周
襄
王
十
六
年
（
前
六
三
六
年
）
の
周
正
夏
五
月
丁
未
で
、
晉
史
に
依
る
と
夏

正
春
三
月
丁
未
の
日
で
あ
り
、
五
月
初
吉
丁
未
は
五
月
一
八
日
で
あ
る
と
い
う
。

㉚
㉛
陳
雙
新
は
㉑
馮
時
の
說
に
同
意
し
、
說
の
補
足
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
五
月
初
吉
丁
未
、
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
來
復
其
邦
。」
ま
で
を

一
句
と
し
て
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
五
月
初
吉
丁
未
」
に
つ
い
て
樣
々
な
解
釋
が
な
さ
れ
て
い



子
犯
鐘

一
二
〇

る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
初
吉
」
の
理
解
と
、
銘

の
「
隹

（
唯
）
王
五
月
初
吉
丁
未
」
と
「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、來
復
其
邦
。」

を
一

と
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
點
に
あ
る
。

初
吉
に
つ
い
て
は
、
朔
日
（
一
日
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
や
、
王
國
維
「
生

霸
死
霸
考
」（『
觀
堂
集
林
』
卷
一
、
中
華
書
局
影
印
版
、
一
九
五
九
年
）
の
よ
う

に
一
ヶ
月
を
初
吉
・
旣
生
覇
・
旣
望
・
旣
死
覇
の
四
つ
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
が
七
日
・

八
日
を
占
め
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
⑪
張
聞
玉
や
⑬
彭
裕
商
等
の
說
は
、
初

吉
を
朔
日
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
五
月
初
吉
丁
未
の
日
が
朔
日
に
な
る
年
を
探

し
て
、
そ
の
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
無
理
や
り
に
銘

の
內
容
と
合
致
さ
せ
よ
う

と
試
み
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
初
吉
の
理
解
に
つ

い
て
は
、
㉗
張
光
遠
が
言
う
よ
う
に
、
あ
る
月
の
「
最
初
に
出
現
し
た
吉
日
」、

ま
た
は
④
裘
錫
圭
が
黃
盛
璋
「
釋
初
吉
」（『
歷
史
硏
究
』
一
九
五
八
年
第
四
期
）

を
引
用
し
て
「
初
干
吉
日
」（
月
の
初
め
の
十
日
間
に
出
現
し
た
吉
日
）
と
す
る

の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
夏
商
周
斷
代
工
程
專
家
組
編
著
『
夏
商
周
斷
代
工
程

一
九
九
六
―
二
〇
〇
〇
年
階
段
成
果
報
吿
・
簡
本
』（
世
界
圖
書
出
版
公
司
北
京

公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
、
初
吉
は
月
の
一
日
か
ら
十
日
ま
で
に
出
現
す
る
と
い

う
前
提
で
、
中
國
古
代
の
年
代
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
來
復
其
邦
。」

に
つ
い
て
は
、「
五
月
初
吉
丁
未
」
の
日
に
過
去
を
追
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、「
五
月
初
吉
丁
未
」
と
は
、『
左
傳
』
の
記
述
や
張
培
瑜
『
三
千
五
百

年
曆
日
天
象
』
を
參
考
に
し
て
考
え
る
と
、紀
元
前
六
三
二
年
（
周
襄
王
二
十
年
・

晉

公
五
年
・
魯
僖
公
二
十
八
年
）
の
五
月
丁
未
の
日
の
こ
と
と
な
る
。
楊
伯
峻

『
春
秋
左
傳
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
は
、
魯
僖
公
二
十
八
年
の
五
月

丁
未
を
一
〇
日
と
考
え
て
い
る
。

子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
來
復
其
邦
。

「
봪
」
字
に
つ
い
て
①
張
光
遠
は
、
車
に
從
い
、
㔾
聲
で
、「
範
」
の
本
字
で
あ

る
と
い
う
。
そ
し
て
、『
說

』
は
「
範
」
字
を
解
し
て
、「
从
車
、
笵
省
聲
、
讀

與
犯
同
。」【
車
に
从
ひ
、
笵
の
省
聲
、
讀
む
こ
と
犯
と
同
じ
。】
と
い
い
、
段
玉

裁
注
は
「
範
」
と
「
犯
」
二
字
の
音
と
義
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、

鐘
銘
の
「
봪
」
字
は
、『
左
傳
』
及
び
『
史
記
』
中
で
い
ず
れ
も
直
接
「
犯
」
字

と
通
用
し
、
子
봪
は

獻
史
料
に
見
え
る
子
犯
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
方
、
39
楊
坤
は
、
淸
華
簡
（
李
學
勤
主
編
『
淸
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡
（
貳
）』

中
西
書
局
、二
〇
一
一
年
）『
繫
年
』第
七
章
に「

公
率
秦
・
齊
・
宋
及
羣
戎
之
師
。」

【

公
、
秦
・
齊
・
宋
及
び
羣
戎
の
師
を
率
ゐ
る
。】
と
あ
り
、
そ
こ
に
見
え
る

晉

公
が
率
い
た
軍
隊
は
、
銘

の
「
西
之
六
밍
（
師
）」
と
は
數
が
合
わ
ず
、

ま
た
宋
や
齊
と
い
っ
た
東
方
の
國
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
銘

の
內

容
は
子
犯
や
晉

公
と
は
關
係
が
な
い
と
考
え
る
。そ
の
上
で
、自
說
を
展
開
し
、

鐘
の
年
代
を
西
周
晩
期
か
ら
春
秋
初
期
の
間
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
時
期
に
王
位

を
定
め
た
（「
克
奠
王
位
」）
晉
侯
は
晉

公
を
除
く
と
、晉

侯
が
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
期
間
中
に
復
國
し
た
諸
侯
は
僅
か
に
鄭
武
公
が
確
認
で
き
る
だ
け
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
子
某
」
の
事
例
を
檢
討
し
、「
子
」
と
は
君
主
の

子
が
君
主
の
位
を
繼
ぐ
前
に
稱
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
こ
こ
で
「
봪
」
と

し
て
い
る
字
に
つ
い
て
檢
討
し
、
こ
の
字
は
車
に
從
い
卪
に
從
い
、
卪
に
よ
り
聲

を
得
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、鄭
武
公
の
名
は
『
史
記
』
鄭
世
家
は
「
掘
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突
」、『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
・『
國
語
』
韋
昭
注
は
「
滑
突
」
に
作
り
、
掘
・
滑
・

突
の
音
は
い
ず
れ
も
術
部
に
あ
る
と
い
う
。
卪
の
音
は
質
部
に
あ
り
、
術
部
と
通

じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
銘

の
內
容
と

獻
史
料
に
お
け
る
晉

侯
・
鄭
武
公
の
行
動
の
一
致
點
を
考
察
し
、
こ
の
鐘
の
作
器
者
は
鄭
武
公
で
あ

り
、
年
代
は
晉

侯
一
一
年
・
平
王
元
年
（
前
七
七
〇
年
）
で
あ
る
と
結
論
付
け

る
。
し
か
し
、
西
周
期
の
晉
に
關
係
す
る
金

を
確
認
す
る
と
、「
晉
侯
」
の
語

は
使
わ
れ
る
が
、「
晉
公
」
の
語
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
晉
公
」
の
語
は

春
秋
期
に
入
っ
て
初
め
て
使
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
子
犯
鐘
の
年
代

は
39
楊
坤
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
遲
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
楊
氏
の
說

の
根
據
と
な
っ
て
い
る
「
西
之
六
밍
（
師
）」
の
解
釋
に
つ
い
て
も
疑
問
が
殘
る
。

こ
の
點
は
後
述
す
る
。
こ
の
鐘
の
作
器
者
は
子
犯
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

子
犯
は
字
で
あ
り
、姓
は
狐
、名
は
偃
で
あ
る
。『
史
記
』は「
咎
季
子
犯
」「
咎
犯
」

と
も
い
い
、『
國
語
』
晉
語
に
は
「
舅
犯
」
と
も
い
う
。
子
犯
の
父
親
は
狐
突
と

い
い
、『
左
傳
』
閔
公
二
年
「
狐
突
御
戎
。」【
狐
突
、戎
を
御
す
。】
の
杜
預
注
に
「
狐

突
、
伯
行
、
重
耳
外
祖
父
也
、
爲
申
生
御
。」【
狐
突
は
、
伯
行
、
重
耳
の
外
祖
父

な
り
、
申
生
の
御
と
爲
る
。】
と
い
い
、『
國
語
』
晉
語
一
「
大
子
遂
行
、
狐
突
御

戎
。」【
大
子
遂
に
行
き
、
狐
突
、
戎
を
御
す
。】
の
韋
昭
注
に
「
狐
突
、
晉
同
姓
、

唐
叔
之
後
、
狐
偃
之
父
大
戎
伯
行
也
。」【
狐
突
は
、
晉
の
同
姓
、
唐
叔
の
後
、
狐

偃
の
父
大
戎
伯
行
な
り
。】
と
い
う
。
狐
突
は
重
耳
の
兄
で
あ
る
申
生
の
戰
車
の

御
者
と
な
っ
て
い
る
。兄
は
狐
毛
と
い
い
、子
犯
と
同
じ
く
重
耳
に
仕
え
て
い
た
。

ま
た
他
の
兄
弟
に
は
『
國
語
』
晉
語
四
の
叔
詹
の
言
に
、「
狐
姬
、
伯
行
之
子
也
、

實
生
重
耳
。」【
狐
姬
は
、伯
行
の
子
な
り
、實
に
重
耳
を
生
む
。】
と
あ
る
よ
う
に
、

晉
獻
公
に
嫁
ぎ
重
耳
（
晉
の

公
）
を
產
ん
だ
狐
姬
が
い
る
。

子
犯
の
生
年
は
不
明
。
沒
年
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』晉
世
家
に「（
襄
公
）六
年
、

趙
衰
成
子
・
欒
貞
子
・
咎
季
子
犯
・
霍
伯
皆
卒
。」【
六
年
、
趙
衰
成
子
・
欒
貞
子
・

咎
季
子
犯
・
霍
伯
皆
卒
す
。】
と
あ
り
、
晉
襄
公
六
年
（
前
六
二
二
年
）
の
時
點

で
は
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑤
黃
錫
全
は
、『
左
傳
』『
國
語
』
な
ど

の
記
事
か
ら
、子
犯
の
卒
時
は
晉

公
七
年
（
前
六
三
〇
年
）
九
月
か
ら
八
年
（
前

六
二
九
年
）
の
秋
の
間
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
子
犯
は
重
耳
が
幼
少
の
こ
ろ

か
ら
側
に
仕
え
、
重
耳
は
子
犯
に
父
事
し
て
い
た
。
後
に
重
耳
の
一
九
年
に
お
よ

ぶ
亡
命
に
も
追
從
し
て
お
り
、
重
臣
と
い
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。『
左
傳
』
の
記

述
に
よ
る
と
、
僖
公
二
十
七
年
（
前
六
三
三
年
）
に
晉
が
三
軍
を
作
っ
た
時
、
兄

の
狐
毛
は
上
軍
の
將
、
子
犯
は
上
軍
の
佐
と
な
り
、
僖
公
二
十
八
年
（
前
六
三
二

年
）
に
は
城
濮
に
お
け
る
楚
と
の
戰
い
に
共
に
參
戰
し
て
い
る
。

「
뉰
」
は
宀
に
從
い
右
聲
で
、佑
の
假
借
で
あ
り
、助
の
意
味
で
あ
る
。「
晉
公
」

は
晉

公
（
重
耳
）
を
指
す
。「
左
右
」
と
は
『
詩
經
』
大
雅
・

王
「

王
陟
降
、

在
帝
左
右
。」【

王
陟
降
し
、帝
の
左
右
に
在
り
。】の
朱
熹『
詩
集
傳
』に「
左
右
、

旁
側
也
。」
と
い
う
よ
う
に
、
側
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
뜣
狄
鐘
（
集
成
四
九
・

西
周
晩
期
）
に
「
先
王
其
嚴
才
（
在
）
帝
左
右
。」【
先
王
、
其
れ
嚴
と
し
て
帝
の

左
右
に
在
り
。】
と
い
う
よ
う
に
、
金

に
も
用
例
が
あ
る
。

「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、來
復
其
邦
」
に
つ
い
て
、㉒
武
家
璧
は
「
子

犯
佑
晉
公
左
右
」
は
子
犯
が
晉

公
（
重
耳
）
の
左
右
に
追
隨
し
て
一
九
年
流
亡

し
た
と
い
う
意
味
を
指
す
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
來
復
其
邦
」
の

意
味
は
、勝
利
を
得
て
歸
り
、我
が
邦
に
歸
還
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

我
が
邦
と
は
す
な
わ
ち
晉
邦
で
あ
る
と
い
い
、
踐
土
は
晉
國
內
に
も
存
在
し
た
と

考
え
て
い
る
。『
春
秋
』
僖
公
二
十
八
年
の
五
月
癸
丑
（『
左
傳
』
で
は
癸
亥
）
の



子
犯
鐘
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二
二

「
五
月
癸
丑
、
公
會
晉
侯
・
齊
侯
・
宋
公
・
蔡
侯
・
鄭
伯
・
衞
子
・
莒
子
、
盟
于

踐
土
。」【
五
月
癸
丑
、
公
、
晉
侯
・
齊
侯
・
宋
公
・
蔡
侯
・
鄭
伯
・
衞
子
・
莒
子

に
會
し
、
踐
土
に
盟
ふ
。】
と
い
う
記
述
に
關
し
て
は
、『
左
傳
』
僖
公
二
十
八
年

の
杜
預
注
に
襄
王
が
「
自
往
勞
之
。」【
自
ら
往
き
て
之
を
勞ね

ぐ
。】
と
書
か
れ
て

お
り
、こ
の
地
は
杜
預
注
に
「
踐
土
、鄭
地
。」
と
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、『
史

記
』
周
本
紀
に
は
「（
襄
王
）
二
十
年
、
晉

公
召
襄
王
、
襄
王
會
之
河
陽
踐
土
、

諸
侯
畢
朝
。
書
諱
之
曰
『
天
王
狩
于
河
陽
』。」【
二
十
年
、晉

公
、襄
王
を
召
し
、

襄
王
、
之
に
河
陽
踐
土
に
會
し
、
諸
侯
畢
く
朝
す
。
書
、
之
を
諱
み
て
曰
は
く
『
天

王
、
河
陽
に
狩
す
』
と
。】
と
い
う
。
こ
こ
で
は
明
確
に
踐
土
は
河
陽
に
あ
り
、

か
つ
襄
王
が

公
に
見
え
た
こ
と
を
「
會
」
と
述
べ
て
お
り
、
諸
侯
が
襄
王
に
見

え
た
こ
と
を
「
朝
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
史
記
』

周
本
紀
に
見
え
る
踐
土
は
孟
津
古
渡
附
近
に
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、『
史
記
』

周
本
紀
の
該
當
箇
所
は
㉒
武
家
璧
の
よ
う
に
「
襄
王
會
之
河
陽
踐
土
」【
襄
王
、

之
に
河
陽
の
踐
土
に
會
す
】
と
讀
む
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
は
「
襄
王
會
之
河

陽
・
踐
土
」【
襄
王
、
之
に
河
陽
・
踐
土
に
會
す
】
と
讀
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
集
解
』
に
は
「
賈
逵
曰
、
河
陽
、
晉
之
溫
也
。
踐
土
、
鄭
地
名
、
在
河
內
。」【
賈

逵
曰
は
く
、
河
陽
は
、
晉
の
溫
な
り
。
踐
土
は
、
鄭
の
地
名
、
河
內
に
在
り
と
。】

と
い
う
よ
う
に
、
河
陽
と
踐
土
と
は
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
假
に
踐

土
の
地
が
晉
國
內
に
も
存
在
し
た
と
し
て
も
、『
史
記
』
周
本
紀
に
い
う
襄
王
と

晉

公
が
會
し
た
の
は
、『
史
記
』
晉
世
家
や
『
左
傳
』
に
よ
る
と
冬
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
前
の
記
事
に
は
特
に
晉

公
が
他
の
場
所
に
移
動
し
て
い
る
よ
う
な

記
述
が
な
く
、
ど
こ
か
ら
「
來
復
」
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
の
說
は
成

り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

35
36
趙
曉
龍
は
、
前
述
し
た
㉚
㉛
陳
雙
新
と
同
樣
に
「
唯
王
五
月
初
吉
丁
未
」

と
「
子
犯
佑
晉
公
左
右
、
來
復
其
邦
」
と
は
連
ね
て
一
句
と
し
て
理
解
す
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
が
、
鐘
銘
の
「
唯
王
五
月
初
吉
丁
未
」
は
『
左
傳
』
僖
公
二
十
八

年
「
丁
未
、
獻
楚
俘
于
王
」
の
日
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
復
」
は

天
子
に
奏
報
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
唯
王
五
月
初
吉
丁
未
、
子
犯
佑
晉
公

左
右
、
來
復
其
邦
」
の
意
味
は
、
周
曆
（
前
六
三
二
年
）
五
月
丁
未
、
子
犯
は
晉

公
の
左
右
に
從
い
、
天
子
に
上
奏
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑦
蔡
哲
茂
は
、「
來
復
」
の
意
味
は
來
歸
で
あ
り
、
晉

公
が
晉
國
に
歸
っ
た

こ
と
を
指
す
と
い
う
。
㉗
張
光
遠
も
、「
來
復
其
邦
」
に
は
、
驪
姬
の
亂
の
後
、

公
が
一
九
年
の
流
亡
の
歲
月
を
終
え
て
晉
に
歸
國
し
た
と
い
う
略
史
が
含
ま
れ

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
來
復
其
邦
」
の
「
復
」
は
、『
爾
雅
』
釋
言
に
「
復
、
返
也
。」
と
い
う
。
こ

の
部
分
は
子
犯
が
主
語
と
な
っ
て
お
り
、「
其
邦
」
の
「
其
」
は
子
犯
の
こ
と
で

あ
り
、「
邦
」
と
は
晉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
月
丁
未
の
日
と

公
や
子
犯
ら
が

晉
に
歸
國
し
た
日
を
同
じ
日
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
張
光
遠
氏
ら
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
こ
こ
は
過
去
の
こ
と
を
追
述
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、「
隹
（
唯
）
王
五
月
初
吉
丁
未
。」
と
「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、

來
復
其
邦
。」
を
續
け
て
讀
む
必
要
は
な
く
な
り
、
五
月
丁
未
に
つ
い
て
難
し
く

考
え
な
く
て
も
、
上
述
の
よ
う
に
前
六
三
二
年
の
こ
と
と
な
る
。

者
（
諸
）
楚

（
荆
）
不
聖
（
聽
）
令
（
命
）
于
王
所
。
子
봪
（
犯
）

及
晉
公

（
率
）
西
之
六
밍
（
師
）、
꽪
（
搏
）
伐
楚

（
荆
）、
孔
休

大
工
（
功
）。
楚

（
荆
）
喪
氒
（
厥
）
밍
（
師
）、滅
氒
（
厥
）
（
禹
？
）。



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

一
二
三

以
下
は
、
城
濮
の
戰
い
の
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
春

秋
』
僖
公
二
十
八
年
に
は
「
夏
、
四
月
己
巳
、
晉
侯
・
齊
師
・
宋
師
・
秦
師
及
楚

人
戰
于
城
濮
、
楚
師
敗
績
。」【
夏
、
四
月
己
巳
、
晉
侯
・
齊
師
・
宋
師
・
秦
師
及

び
楚
人
、城
濮
に
戰
ひ
、楚
師
敗
績
す
。】
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
城
濮
は
『
左
傳
』

僖
公
二
十
八
年
の
杜
預
注
に「
城
濮
、衞
地
。」と
あ
る
。童
書
業『
春
秋
左
傳
硏
究
』

（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
は
城
濮
の
戰
い
に
つ
い
て
、
實
際
に
戰
っ

た
の
は
晉
の
戰
車
七
〇
〇
乘
と
楚
・
陳
・
蔡
三
國
連
合
軍
で
、
晉
方
の
宋
・
齊
・

秦
、
楚
方
の
鄭
・
許
は
參
戰
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
淸
華
簡
『
繫
年
』

第
七
章
に
は
、「
令
尹
子
玉
遂
率
鄭
・
衞
・
陳
・
蔡
及
羣
蠻
夷
之
師
以
交

公
。

公
率
秦
・
齊
・
宋
及
羣
戎
之
師
以
敗
楚
師
於
城
濮
、
遂
朝
周
襄
王
于
衡
雍
、
獻

俘
馘
、
盟
諸
侯
於
踐
土
。」【
令
尹
子
玉
遂
に
鄭
・
衞
・
陳
・
蔡
及
び
羣
蠻
夷
の
師

を
率
ゐ
て
以
て

公
に
交
す
。

公
、
秦
・
齊
・
宋
及
び
羣
戎
の
師
を
率
ゐ
て
以

て
楚
師
を
城
濮
に
敗
り
、
遂
に
周
襄
王
に
衡
雍
に
朝
し
、
俘
馘
を
獻
じ
、
諸
侯
に

踐
土
に
盟
ふ
。】
と
あ
り
、
楚
・
晉
そ
れ
ぞ
れ
が
羣
蠻
夷
・
羣
戎
と
い
っ
た
、『
左

傳
』
等
に
記
載
の
な
い
師
を
率
い
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉓
周
鳳
五
は
「
者
楚
荆
」
の
「
者
」
は
字
形
か
ら
見
る
と
、「
諸
」
で
は
な
く
、

他
所
に
見
え
る
「
者
（
諸
）
侯
」
の
「
者
」（
諸
）
と
は
字
形
が
違
い
、
こ
の
字

は

例
に
よ
り
本
字
の
「
者
」
と
讀
む
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
者
」

を
上
の

に
屬
し
て
「
子
犯
뉰
晉
公
左
右
來
復
其
邦
者
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と

し
、
こ
の
言
葉
は
同
時
に
子
犯
の
そ
の
個
人
の
身
分
に
對
す
る
自
分
で
の
說
明
で

あ
り
、
自
ら
の
功
績
を
誇
る
意
味
を
帶
び
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解

釋
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
殘
る
。

「
者
（
諸
）
楚

（
荆
）」
は
②
李
學
勤
に
よ
る
と
、
獻
の
「
諸
戎
」「
諸
夏
」

な
ど
と
同
例
で
あ
る
と
い
う
。

「
楚
荆
」
と
は
楚
の
こ
と
を
指
し
、
뗊

簋
（
集
成
三
九
七
六
・
西
周
中
期
）

に
も
「
뗊
（

）

從
王
南
征
、
伐
楚

（
荆
）
又
（
有
）
得
。」【

、
王
の

南
征
に
從
ひ
、楚
荆
を
伐
ち
、得
る
有
り
。】
と
あ
る
。『
左
傳
』
莊
公
十
年
「
秋
、

九
月
、
荆
敗
蔡
師
于
莘
。」【
秋
、
九
月
、
荆
、
蔡
師
を
莘
に
敗
る
。】
の
杜
預
注

に
「
荆
、
楚
本
號
、
後
改
爲
楚
。」【
荆
は
、
楚
の
本
號
、
後
改
め
て
楚
と
爲
す
。】

と
い
う
よ
う
に
、
荆
の
み
で
あ
っ
て
も
楚
の
こ
と
を
表
す
。
こ
こ
の
意
味
は
楚
お

よ
び
そ
の
同
盟
國
で
あ
る
。
同
盟
國
と
は
、
陳
・
蔡
・
鄭
・
許
等
の
諸
侯
國
及
び

羣
蠻
夷
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
王
所
」
は
、『
左
傳
』
隱
公
七
年
に
「
鄭
公
子
忽
在
王
所
。」【
鄭
公
子
忽
、
王

所
に
在
り
。】、
同
僖
公
二
十
八
年
に
「
公
朝
於
王
所
。」【
公
、
王
所
に
朝
す
。】

と
見
え
、周
王
の
所
在
地
の
こ
と
を
指
す
。「
者
（
諸
）
楚

（
荆
）
不
聖
（
聽
）

令
（
命
）
于
王
所
」
と
は
、
諸
楚
荆
が
周
王
の
命
令
を
聞
か
な
か
っ
た
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
が
、
㉗
張
光
遠
の
い
う
よ
う
に
、
實
際
は
晉
が
楚
と
戰
う
た
め
の
口

實
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
子
봪
（
犯
）
及
晉
公

（
率
）
西
之
六
밍
（
師
）」
の
「
子
봪
（
犯
）
及
晉
公
」

に
つ
い
て
、
硏
究
者
に
よ
っ
て
は
子
犯
が
晉
公
の
前
に
書
か
れ
、
君
臣
の
順
序
を

失
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
る
。
⑤
黃
錫
全
や
⑳

江
林
昌
は
、「
及
」
は

義
か
ら
「
佑
」
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
㉗
張

光
遠
は
、
子
犯
は
晉

公
の
舅
父
で
、

公
は
子
犯
に
父
事
し
て
お
り
、
子
犯
は

公
を
助
け
て
謀
を
用
い
て
策
を
獻
じ
、
遂
に
は

公
の
覇
業
を
成
就
さ
せ
る
こ

と
首
功
に
あ
っ
た
た
め
、
あ
え
て
年
長
で
あ
る
こ
と
を
以
て
名
前
が
前
に
竝
べ
て

あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。



子
犯
鐘

一
二
四

こ
の
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
鐘
は
子
犯
が
作
製
し
た
た
め
、
子
犯
の
行

動
を
中
心
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
子
犯
を
主
語
と
す
る
と
、「
及
」

は
『
春
秋
公
羊
傳
』
隱
公
元
年
に
「
及
者
何
、與
也
。」【
及
と
は
何
ぞ
、與
な
り
。】

と
あ
る
と
あ
る
よ
う
に
、「
與
」の
意
味
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。し
か
し
、

硏
究
者
に
よ
っ
て
は
そ
の
ま
ま
「
及
」
の
意
味
と
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
意
味
は

變
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
「
及
」
の
意
味
と
考
え
て
お
く
。

子
犯
と

公
が
率
い
た
と
い
う
「
西
之
六
밍
（
師
）」
に
つ
い
て
も
見
解
が
分

か
れ
て
い
る
。
代
表
的
見
解
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
晉
の
三
軍
（
中
軍
・
上
軍
・
下
軍
）
と
三
行
（
中
行
・
上
行
・
下
行
）
の
六

軍
。（
②
李
學
勤
）

二
、「
西
六
師
」
で
、
周
王
朝
の
直
系
の
軍
隊
編
成
。（
⑳
江
林
昌
・
39
楊
坤
）

三
、
晉
の
中
軍
將
佐
・
上
軍
將
佐
・
下
軍
將
佐
と
い
う
六
人
の
大
將
に
よ
り
構
成

さ
れ
た
「
三
軍
」。（
㉗
張
光
遠
・
36
37
趙
曉
龍
）

四
、「
西
」
の
六
つ
の
軍
隊
で
、
晉
の
三
軍
と
宋
・
齊
・
秦
三
國
の
軍
隊
。（
㉙
何

樹
環
）

五
、
晉
の
軍
隊
、
あ
る
い
は
晉
を
含
め
た
諸
侯
の
軍
を
呼
稱
し
た
も
の
で
、「
西

の
六
師
」
と
し
て
の
實
體
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
種
の
「
見
な
し
」

で
あ
る
。（
34
佐
藤
信
彌
）

②
李
學
勤
の
說
に
つ
い
て
は
、
晉
が
三
行
を
作
っ
た
の
は
城
濮
の
戰
い
の
後
で

あ
る
こ
と
が『
左
傳
』僖
公
二
十
八
年
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、時
期
が
あ
わ
な
い
。

⑳
江
林
昌
は
禹
鼎
（
集
成
二
八
三
三
、
二
八
三
四
・
西
周
晩
期
）
に
見
え
る
「
西

六
밍
（
師
）」
で
あ
る
と
考
え
、
周
王
の
六
師
が
城
濮
の
戰
い
に
參
加
す
る
こ
と

は
、『
左
傳
』『
國
語
』『
史
記
』
等
の
史
料
に
見
え
ず
、
子
犯
編
鐘
に
は
重
要
な

史
料
價
値
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
禹
鼎
等
に
見
え
る
「
西
六
밍
（
師
）」

は
宗
周
方
面
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
、
周
は
そ
の
地
に
對
す
る
支
配
力

を
失
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
淸
華
簡
『
繫
年
』
第
七
章
に
も
周
の
師
の

記
載
は
な
く
、
こ
の
戰
い
に
戰
力
に
な
る
ほ
ど
の
周
の
軍
隊
が
多
數
參
加
し
て
い

れ
ば
、
史
料
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
記
述
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

銘

は
、
⑳
江
林
昌
の
考
え
る
よ
う
に
周
の
軍
隊
が
城
濮
の
戰
い
に
參
加
し
た
と

い
う
直
接
の
證
據
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
39
楊
坤
も
「
西
之
六
밍
（
師
）」
を

周
の
軍
隊
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
他
の
硏
究
者
と

は
銘

の
內
容
の
理
解
が
異
な
っ
て
い
る
。

㉙
何
樹
環
は
、
實
際
に
戰
鬪
に
參
加
し
た
の
は
晉
國
の
「
三
軍
」
で
あ
る
と
い

う
が
、戰
鬪
に
參
加
し
な
か
っ
た
秦
・
宋
・
齊
の
三
國
の
軍
隊
を
も
「
六
밍
（
師
）」

に
含
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
西
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
理
由
を
考

察
し
、「
西
」
は
「
西
土
」
の
省
略
語
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
實
際
に
は
「
周
」

を
指
す
語
で
、
銘

は
子
犯
及
び
晉

公
が
周
に
屬
す
る
諸
侯
國
（
晉
・
秦
・

宋
・
齊
）
の
六
つ
の
軍
隊
を
率
い
て
荆
楚
の
勢
力
と
戰
っ
た
こ
と
を
い
う
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
秦
・
宋
・
齊
の
軍
隊
は
そ
れ
ぞ
れ
一
師
と
數
え
て
い
る
の

に
、
晉
の
軍
隊
は
一
師
で
は
な
く
三
師
と
數
え
て
い
る
の
か
疑
問
が
殘
る
。
晉
を

一
師
と
數
え
る
と
、
他
の
三
國
と
合
わ
せ
て
四
師
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
數
を

合
わ
せ
る
た
め
に
晉
の
三
軍
を
持
ち
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

㉗
張
光
遠
の
說
は
、
實
際
に
楚
と
城
濮
で
戰
っ
た
の
は
晉
の
三
軍
で
あ
る
と
す

る
童
書
業
『
春
秋
左
傳
硏
究
』
の
說
に
從
う
と
、
可
能
性
が
無
い
譯
で
は
な
い
。

し
か
し
、
34
佐
藤
信
彌
が
考
え
る
よ
う
に
、
晉
の
軍
隊
が
名
目
上
、
周
王
直
屬
の

軍
隊
で
あ
る
「
西
六
師
」
を
名
乘
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
淸
華
簡
『
繫
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年
』
第
七
章
に
は
「

公
率
秦
・
齊
・
宋
及
羣
戎
之
師
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

獻
史
料
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

公
が
率
い
た
の
は
晉
・
秦
・
齊
・
宋
・
羣

戎
の
師
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
、「
六
」
と
い
う
數
字
に
こ
だ
わ
る
必
要
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
꽪
（
搏
）
伐
楚

（
荆
）」
の
搏
伐
は
、

季
子
白
盤
（
集
成
一
〇
一
七
三
・

西
周
晩
期
）
に
「
꽪
（
搏
）
伐
겦
（

）
걫
（

）
于
洛
之
陽
。」【

を
洛
の

陽
に
搏
伐
す
。】
と
あ
り
、
こ
こ
で
は

を
伐
っ
た
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
臣

諫
簋
（
集
成
四
二
三
七
・
西
周
中
期
）
に
は
「
井
（
邢
）
侯
겟
（
搏
）
戎
。」【
邢

侯
、
戎
を
搏
つ
。】
と
い
う
よ
う
に
、
戎
を
伐
つ
と
き
に
も
搏
が
使
わ
れ
て
い
る
。

搏
・
伐
は
同
義
で
あ
り
、
搏
は
夷
族
を
伐
つ
時
に
使
わ
れ
る
語
の
よ
う
で
あ
る
。

「
孔
休
」
の
「
孔
」
は
、『
尙
書
』
皋
陶
謨
に
「
何
畏
乎
巧
言
令
色
孔
壬
。」【
何

ぞ
巧
言
令
色
に
し
て
孔
だ
壬
を
畏
れ
ん
。】
と
い
い
、孔
安
國
傳
に
「
孔
、甚
也
。」

と
い
う
。

こ
こ
で
「
工
」
と
し
て
い
る
字
は
、第
三
鐘
（
乙
）
が
發
見
さ
れ
る
ま
で
は
「
上
」

と
讀
ま
れ
て
い
る
。
②
李
學
勤
は
、「
上
」
は
『
國
語
』
周
語
の
韋
昭
注
に
「
上
、

陵
也
。」
と
い
い
、
楚
人
を
壓
倒
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
④
裘
錫
圭
は
、
②

李
學
勤
に
同
意
し
、「
上
」「
尙
」
二
字
は
古
く
は
通
じ
、『
論
語
』
里
仁
「
好
仁
者
、

無
以
尙
之
。」【
仁
を
好
む
者
は
以
て
之
に
尙く

わ

ふ
る
こ
と
無
し
。】
の
皇
侃
『
義
疏
』

に
「
尙
、
猶
加
勝
也
。」【
尙
は
、
猶
ほ
勝
を
加
ふ
る
が
ご
と
き
な
り
。】
と
い
い
、

こ
の
「
尙
」
字
の
用
法
も
鐘
銘
の
「
上
」
字
と
近
い
と
考
え
る
。
⑦
蔡
哲
茂
は
、

「
上
」
字
は
「
攘
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
上
字
の
上
古
音
は
禪
母
陽
部

で
、
攘
字
は
日
母
陽
部
で
あ
り
、
音
は
近
く
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

⑤
黃
錫
全
は
、
李
學
勤
氏
ら
が
「
上
」
と
し
て
い
る
字
を
第
三
鐘
（
乙
）
發
見

前
に
す
で
に
「
工
」
と
讀
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、「
大
工
」
を
「
大
功
」
と
讀
み
、

「
孔
休
大
功
」
と
連
讀
し
、
晉
が
「
西
の
六
師
を
率
い
て
楚
荆
を
搏
伐
」
し
て
、

大
勝
し
た
こ
と
を
襃
め
稱
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
㉗
張
光
遠
も
そ
の
說
に
同
意

し
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
㉚
陳
雙
新
は
、
一
、「
子
範
及
晉
公
率
西
之
六
師
、

博
伐
楚
荆
、
孔
休
、
大
上
楚
荆
、
喪
厥
師
、
滅
厥
禹
」
が
一
つ
の
完
全
な
句
と
な
っ

て
お
り
、
各
小
單

の
主
語
は
い
ず
れ
も
「
子
範
及
晉
公
」
で
、
も
し
「
楚
荆
喪

厥
師
滅
厥
禹
」
を
連
讀
す
れ
ば
、
た
だ
主
語
が
替
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
も
と
の
主

動
句
が
被
動
句
に
變
化
し
、
し
か
も
指
代
詞
「
厥
」
が
餘
分
で
あ
る
、
二
、
字
形

上
よ
り
み
る
と
、
こ
の
字
は
丄
に
作
り
、
筆
畫
は
明
ら
か
で
あ
り
、
殘
泐
は
な
い

よ
う
で
あ
る
と
考
え
、「
孔
休
」
と
「
大
上
」
を
分
け
て
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考

え
た
。
そ
し
て
、「
上
」
は
「
攘
」
と
讀
み
、「
却
」
の
意
味
と
考
え
る
の
が
適
當

で
あ
る
と
い
う
。

第
三
鐘
（
乙
）
の
銘

を
確
認
す
る
と
、
こ
の
字
は
「
工
」
字
形
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
大
工
」
は
上
の
「
孔
休
」
と
一

で
あ
り
、
大
い

に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を

ぶ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
⑤
黃
錫
全
の
說
が
正
し
い

と
い
え
る
。

「

」
を
ど
の
よ
う
に
讀
む
の
か
に
つ
い
て
も
、
說
が
分
か
れ
て
い
る
。

一
、「
禹
」
と
隸
定
し
て
「
渠
」
と
讀
み
、字
は
あ
る
い
は
「

」
に
作
る
。「

」

は
『
廣
雅
』
釋
詁
（
釋
言
の
誤
）
に
「
帥
也
。」
と
い
う
。
楚
の
令
尹
子
玉

を
指
す
。（
②
李
學
勤
）

二
、「
瓜
」
の
繁
體
字
で
、
孤
卿
の
「
孤
」
と
讀
む
。「
厥
孤
」
と
は
、
楚
帥
成
得

臣
（
子
玉
）
を
指
す
。（
④
裘
錫
圭
）

三
、「
亢
」
と
釋
す
。『
說

』
に
「
亢
、
人
頭
也
。」
と
い
い
、
或
體
は
頁
に
從



子
犯
鐘

一
二
六

い
頏
に
作
る
。「
滅
」
は
す
な
わ
ち
絕
で
、
斷
の
義
で
あ
る
。（
⑤
黃
錫
全
）

四
、
②
李
學
勤
と
同
樣
に
「
禹
」
と
隸
定
す
る
が
、「
玉
」
と
讀
み
、「
子
玉
」（
得

臣
）
を
指
す
。（
⑦
蔡
哲
茂
）

五
、「
蜀
」
字
の
簡
形
で
あ
る
と
考
え
る
。「
蜀
」
字
は
音
が
「
屬
」
と
同
じ
で
、

商
周
金

に
は
未
だ
「
屬
」
字
は
見
え
な
い
が
、
當
然
通
用
で
き
、「
屬
」

の
義
は
す
な
わ
ち
部
屬
で
あ
る
。（
③
㉗
張
光
遠
）

六
、「
尢
」（
尫
）
字
で
あ
り
、「
狂
」
と
讀
み
、
子
玉
を
指
す
。（
⑰
黃
錫
全
）

七
、「
年
」
で
あ
り
、「
軍
隊
の
糧
草
」
を
指
す
。（
㉖
羅
衞
東
）

㉚
陳
雙
新
は
、以
上
の
說
に
對
し
て
、「
蜀
」・「
亢
」・「
尢
」・「
年
」
と
釋
す
の
は
、

字
形
と
字
義
上
で
は
い
ず
れ
も
妥
當
で
は
な
く
、「
禹
」
と
「
瓜
」
と
は
い
ず
れ

も
可
能
性
が
あ
り
「
禹
」
と
釋
す
の
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

現
狀
で
は
ど
の
字
と
釋
す
べ
き
か
不
明
で
あ
る
が
、
字
形
よ
り
見
て
み
る
と
、

②
李
學
勤
や
⑦
蔡
哲
茂
の
考
え
る
よ
う
に
、「
禹
」
字
が
一
番
近
い
と
思
わ
れ
る
。

假
に
禹
と
隸
定
で
き
る
と
す
る
と
、「
宇
」
と
讀
む
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
宇

は
『
說

』
に
「
从
宀
、
于
聲
。」【
宀
に
从
ひ
、
于
聲
な
り
。】
と
あ
り
、
于
の

音
は
魚
部
に
あ
る
。
ま
た
、
禹
の
音
も
魚
部
に
あ
り
、
こ
れ
ら
二
字
は
同
音
で
あ

る
。
そ
し
て
、宇
は
『
左
傳
』
昭
公
四
年
「
或
無
難
以
喪
其
國
、失
其
守
宇
。」【
或

い
は
難
無
く
し
て
以
て
其
の
國
を
喪
ひ
、其
の
守
宇
を
失
ふ
。】
の
杜
預
注
に
「
於

國
則
四
垂
爲
宇
。」【
國
に
於
て
は
則
ち
四
垂
を
宇
と
爲
す
。】
と
い
い
、
國
の
邊

境
の
こ
と
を
い
う
。「
滅
氒
（
厥
）
禹
」
と
は
、
當
時
、
楚
が
城
濮
に
侵
出
し
て

い
く
過
程
で
占
領
し
て
い
た
土
地
か
ら
楚
を
追
い
出
し
た
こ
と
を
大
袈
裟
に
言
っ

た
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。

子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
燮
者
（
諸
）
侯
卑
（
俾
）
朝
王
、

克
奠
王
立
（
位
）。

以
下
は
踐
土
の
盟
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

再
び
「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
」
と
記
載
さ
れ
る
。
子
犯
の
功
績
を

強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
燮
」
は
、『
詩
經
』
大
雅
・
大
明
「
燮
伐
大
商
。」【
燮
し
て
大
商
を
伐
つ
。】

の
毛
傳
に
「
燮
、
和
也
。」、『
說

』
に
も
「
和
也
。」
と
い
う
。

「
者
（
諸
）
侯
」
の
下
の
字
に
つ
い
て
、
㉗
張
光
遠
は
「
앬
」（
得
）
で
あ
る
と

い
う
。し
か
し
、字
形
よ
り
見
て
み
る
と
、多
く
の
硏
究
者
が
考
え
る
よ
う
に「
卑
」

（
俾
）
と
す
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
使
役
の
意
味
で
あ
る
。

「
朝
」
は
、『
爾
雅
』
釋
言
「
陪
、
朝
也
。」
の
邢

の
疏
に
「
臣
見
君
曰
朝
。」

【
臣
の
君
に
見
ゆ
る
を
朝
と
曰
ふ
。】
と
い
い
、
朝
見
の
意
で
あ
る
。

「
奠
」
は
、『
周
禮
』
地
官
・
司
市
「
展
成
奠
賈
。」【
展

と
と
の

へ
成た

ひ

ら
げ
て
賈
を
奠さ

だ

む
。】

の
鄭
玄
注
に
「
奠
讀
爲
定
…
…
杜
子
春
云
、
奠
當
爲
定
。」【
奠
は
讀
み
て
定
と
爲

す
…
…
杜
子
春
云
は
く
、
奠
は
當
に
定
と
爲
す
べ
し
と
。】
と
あ
り
、「
定
」
の
意

味
で
あ
ろ
う
。

「
子
봪
（
犯
）
뉰
（
佑
）
晉
公
左
右
、
燮
者
（
諸
）
侯
卑
（
俾
）
朝
王
、
克
奠

王
立
（
位
）」
と
は
、子
犯
が
晉
公
を
助
け
、諸
侯
を
ま
と
め
て
襄
王
に
朝
見
さ
せ
、

襄
王
の
王
位
を
安
定
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

王
易
（
賜
）
子
봪
（
犯
）
輅
車
四
뽡
・
衣
常
（
裳
）・
黹
（
黼
）
市
・
冠
。
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一
二
七

襄
王
が
子
犯
に
賜
っ
た
物
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
輅
車
」
と
は
、『
論
語
』
衞
靈
公
「
乘
殷
之
輅
。」【
殷
の
輅
に
乘
る
。】
の
何
晏
『
集

解
』
に
馬
融
を
引
い
て
「
殷
車
曰
大
輅
。」【
殷
の
車
を
大
輅
と
曰
ふ
。】
と
い
い
、

陸
德
明
『
釋

』
に
「
輅
、本
亦
作
路
。」【
輅
、本
亦
路
に
作
る
。】
と
い
う
よ
う
に
、

路
車
を
指
し
て
い
る
。
路
車
は
、『
春
秋
公
羊
傳
』
昭
公
二
十
五
年
の
何
休
注
に

「
禮
、
天
子
大
路
、
諸
侯
路
車
、
大
夫
大
車
、
士
飾
車
。」【
禮
は
、
天
子
は
大
路
、

諸
侯
は
路
車
、
大
夫
は
大
車
、
士
は
飾
車
な
り
。】
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
侯
の
乘

る
車
を
指
す
。『
史
記
』
晉
世
家
に
よ
る
と
、
五
月
丁
未
の
日
に

公
が
襄
王
よ

り
賜
っ
た
の
は
「
大
輅
」
で
、
天
子
の
乘
る
車
で
あ
る
。

㉗
張
光
遠
は
、「
四
뽡
」
の
「
뽡
」
字
は
牡
馬
の
專
字
で
あ
り
、「
四
牡
」
に
通

じ
、
輅
車
を
駕
す
四
匹
の
公
馬
を
稱
す
と
い
う
。

「
衣
常
（
裳
）」
は
、『
說

』
に
「
衣
、
依
也
。
上
曰
衣
、
下
曰
裳
。」【
衣
は
、

依
な
り
。
上
を
衣
と
曰
ひ
、
下
を
裳
と
曰
ふ
。】
と
あ
り
、
衣
服
の
上
下
を
い
う
。

「
市
」
は
「

」「

」「
黻
」「

」
に
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、『
說

』
に
「
市
、

也
。
上
古
衣
蔽
前
而
巳
。
市
以
象
之
、
天
子
朱
市
、
諸
侯
赤
市
、
大
夫

衡
。

从
巾
、
象
連
帶
之
形
。」【
市
は
、

な
り
。
上
古
の
衣
は
、
前
を
蔽
ふ
の
み
。
市

は
以
て
之
に
象
り
、
天
子
は
朱
市
、
諸
侯
は
赤
市
、
大
夫
は

衡
。
巾
に
从
ひ
、

帶
を
連
ね
る
の
形
に
象
る
。】
と
あ
る
。
膝
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。

「
黹（
黼
）市
」に
つ
い
て
、⑤
黃
錫
全
は
、黼
市
は
鐘
銘
で
は「
黹
屯
」に
作
り
、「
黹

屯
」
は
一
種
の
黑
白
が
交
互
に
あ
る
模
樣
の
つ
い
た
諸
侯
が
穿
く
た
め
の
衣
服
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
⑦
蔡
哲
茂
は「
市
」は「
黻
」で
あ
る
と
い
う
。
㉗
張
光
遠
は
、

「
黼
市
」
は
「
黼
黻
」
で
、黑
白
を
間
に
刺
繡
し
た
膝
の
蔽
い
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
方
、
④
裘
錫
圭
は
、
古
書
中
の
「
黼
黻
」
は
禮
服
上
の
花
紋
を
指
す
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
具
體
的
な
物
品
で
は
な
く
、「
衣
・
裳
」
と
「
佩
」（
本
稿
で
「
冠
」

と
し
て
い
る

字
）
等
と
竝
列
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、「
黼
黻
」
と
釋
讀

す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
字
の
第
二
字
は
も
と
「
市
」
に
作

る
。「
市
」
の
上
の
字
は
、
中
心
は
「
巾
」
に
從
い
、
中
段
は
「
五
」
字
形
に
作
っ

て
お
り
、甲
骨

・
金

の
「
黹
」
字
と
は
明
ら
か
な
區
別
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
字
の
上
段
と
中
段
と
は
、
六
國

字
の
「
帶
」
字
の
上
部
に
極
め

て
似
て
い
る
た
め
、「
帶
」
字
で
あ
る
と
考
え
る
。「
帶
」
字
は
、
金

で
は
七
年

上
郡
守
間
戈
（
新
收
九
七
四
・
戰
國
晩
期
）
に
見
え
、
楚
簡
に
は
數
例
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
金

に
お
い
て
、
帶
を
賜
わ
る
事
例
は
他
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
。

「
市
」
上
の
字
に
つ
い
て
、닄
盤
（
集
成
一
〇
一
七
二
・
西
周
晩
期
）
に
「
黹
」

字
が
見
え
、
間
に
「
巾
」
を
加
え
る
と
子
犯
鐘
の
字
形
に
近
く
な
る
。
市
は
、
利

鼎
（
集
成
二
八
〇
四
・
西
周
中
期
）
に
は
「
赤
쇀
（
環
）
市
」、
南
宮
柳
鼎
（
集

成
二
八
〇
五
・
西
周
晩
期
）
に
は
「
赤
市
」、免

（
集
成
五
四
一
八
・
西
周
中
期
）

に
は
「
뭮
（
緇
）
市
」、伯

鼎
（
集
成
二
八
一
六
・
西
周
中
期
）
に
は
「
幽
市
」、

大
克
鼎
（
集
成
二
八
三
六
・
西
周
晩
期
）
に
は
「
叔
（
菽
＝
素
）
市
」、毛
公
鼎
（
集

成
二
八
四
一
・
西
周
晩
期
）
に
は
「
朱
市
」
な
ど
、
そ
の
多
く
が
色
を
表
す
字
と

共
に
表
れ
て
い
る
た
め
、「
黹
」（
黼
）
と
考
え
て
お
く
。
黼
は
『
說

』
に
「
白

與
黑
相
次

。
从
黹
、
甫
聲
。」【
白
と
黑
と
相
次
ぐ

な
り
。
黹
に
从
ひ
、
甫
聲

な
り
。】
と
あ
り
、
㉗
張
光
遠
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

「
冠
」
は
、
①
張
光
遠
は
「
佩
」
と
釋
し
、
⑦
蔡
哲
茂
は
「
冕
」
と
釋
し
、
⑰

黃
錫
全
は
「
冠
」
の
異
體
字
と
考
え
、
㉗
張
光
遠
は
前
說
を
改
め
て
「
冠
」
と
釋

す
。
⑰
黃
錫
全
・
㉗
張
光
遠
の
說
に
從
う
。



子
犯
鐘

一
二
八

者
（
諸
）
侯
羞
元
金
于
子
봪
（
犯
）
之
所
、
用
爲
龢
鐘
九

（
堵
）。

「
羞
」
は
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
羞
、
進
也
。」
と
い
う
。「
元
」
は
、『
易
經
』

乾
に
「
元
者
、
善
之
長
也
。」【
元
は
、
善
の
長
な
り
。】
と
い
い
、「
元
金
」
と
は

良
い
銅
の
こ
と
で
あ
る
。「
元
金
」
の
語
は
章
子
戈
（
集
成
一
一
二
九
五
・
春
秋

早
期
）
に
も
見
え
て
い
る
。

「

（
堵
）」
は
鐘
を
數
え
る
單
位
で
あ
る
。『
周
禮
』
春
官
・
小
胥
「
凡
縣
鍾
磬
、

半
爲
堵
、
全
爲
肆
。」【
凡
そ
鍾
磬
を
縣
く
る
に
、
半
を
堵
と
爲
し
、
全
を
肆
と
爲

す
。】
の
鄭
玄
注
に
は
「
鍾
磬
者
編
縣
之
二
八
十
六
枚
、
而
在
一
虡
、
謂
之
堵
。

鐘
一
堵
、
磬
一
堵
、
謂
之
肆
。」【
鐘
磬
な
る
者
は
之
を
編
縣
す
る
こ
と
二
八
十
六

枚
に
し
て
、
一
虡
に
在
り
、
之
を
堵
と
謂
ふ
。
鐘
一
堵
、
磬
一
堵
、
之
を
肆
と
謂

ふ
。】
と
い
う
。
ま
た
、『
左
傳
』
襄
公
十
一
年
「
歌
鐘
二
肆
、
及
其
鎛
・
磬
。」【
歌

鐘
二
肆
、
及
び
其
の
鎛
・
磬
。】
の
杜
預
注
に
は
「
肆
、
列
也
。
縣
鐘
十
六
爲
一

肆
。」【
肆
は
、列
な
り
。
鐘
を
縣
く
る
こ
と
十
六
を
一
肆
と
爲
す
。】
と
い
う
。『
周

禮
』
春
官
・
小
胥
の
鄭
玄
注
は
、『
左
傳
』
及
び
そ
の
杜
預
注
と
異
な
っ
て
い
る
。

虡
と
は
、『
爾
雅
』
釋
器
「
木
謂
之
虡
。」【
木
は
之
を
虡
と
謂
ふ
。】
の
郭
璞
注
に
「
縣

鍾
磬
之
木
、植
者
名
虡
。」【
鍾
磬
を
縣
く
る
の
木
は
、植
う
る
者
を
虡
と
名
づ
く
。】

と
あ
り
、鐘
磬
を

け
る
た
め
の
木
で
あ
る
。『
周
禮
』
春
官
・
小
胥
の
鄭
玄
注
「
鍾

磬
者
編
縣
之
二
八
十
六
枚
、
而
在
一
虡
」
の
一
虡
に
あ
る
べ
き
「
二
八
十
六
枚
」

を
、
鐘
一
六
枚
と
磬
一
六
枚
で
一
虡
と
考
え
る
の
か
、
鐘
八
枚
と
磬
八
枚
を
合
計

し
て
一
六
枚
と
考
え
る
か
に
よ
り
解
釋
が
違
っ
て
く
る
。『
左
傳
』
の
注
に
お
い

て
杜
預
は
「
縣
鐘
十
六
爲
一
肆
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
半
分
の
八
枚
を
堵
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑤
黃
錫
全
は
、「
龢
鐘
九
堵
」
は
龢
鐘
九
虡
で
あ
り
、
每
虡
二
層
で
あ
れ
ば
每

層
八
件
で
、
編
鐘
を
合
計
す
る
と
一
四
四
件
に
な
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
⑦
蔡
哲

茂
は
、
鐘
一
肆
の
數
目
は
考
古
出
土
資
料
よ
り
み
る
と
最
初
は
定
制
が
な
く
、
後

に
八
個
を
一
肆
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
西
周
後
期
の
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
子
犯
編
鐘
は
す
で
に
二
組
各
八
個
が
知
ら
れ
、
一
六
個
で
二
組
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
一
肆
の
數
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
九
堵
は

一
四
四
個
で
あ
る
と
考
え
る
。
④
裘
錫
圭
は
、
子
犯
編
鐘
は
八
枚
一
組
で
、
銘

に
は
「
用
爲
龢
鐘
九
堵
」
と
あ
り
、
鐘
八
枚
が
一
堵
で
あ
る
と
い
う
說
の
證
明
と

な
る
と
い
う
。
32
王
輝
は
、
子
犯
鐘
は
八
枚
を
堵
と
稱
し
て
お
り
、
杜
說
と
合
う

と
し
て
い
る
。

ま
た
、「
九
」
と
い
う
數
字
に
つ
い
て
、
實
數
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

解
釋
が
分
か
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
⑤
黃
錫
全
・
⑦
蔡
哲
茂
は
、
子
犯

鐘
は
合
計
一
四
四
件
（
一
六
組
）
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
⑤
黃
錫
全
は
、

「
九
」
は
一
般
に
多
數
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
㉗
張
光

遠
は
、「
九
」
に
つ
い
て
、「
糾
」
に
通
じ
、
糾
合
・
組
み
合
わ
せ
の
意
で
あ
り
、

こ
の
鐘
銘
で
は
數
量
を
な
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

④
裘
錫
圭
・
32
王
輝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
子
犯
鐘
は
八
枚
で
一
組
で
あ
る
た

め
、
鐘
八
枚
が
一
堵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
九
」
と
い
う
數
字
が
實

數
で
あ
る
の
か
、
多
數
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
狀
で
は
判

斷
し
難
い
。

孔
먚
（
淑
）
꽏
（
且
）
碩
、
乃
龢
꽏
（
且
）
鳴
。
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「
孔
먚
（
淑
）
꽏
（
且
）
碩
」
に
つ
い
て
、「
孔
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
甚
」

の
意
味
で
あ
る
。「
먚
」は
淑
と
讀
み
、『
爾
雅
』釋
詁
に「
善
也
。」と
あ
る
。「
碩
」は
、

『
說

』「
碩
、
頭
大
也
。」【
碩
は
、
頭
の
大
な
る
も
の
な
り
。】
の
段
玉
裁
注
に

「
引
申
爲
凡
大
之
稱
。」【
引
申
し
て
凡
そ
大
な
る
も
の
の
稱
と
爲
す
。】
と
い
う
。

「
龢
」
は
『
說

』
に
「
調
也
。
从
龠
、
禾
聲
、
讀
與
和
同
。」【
調
な
り
。
龠
に

从
ひ
、
禾
聲
、
讀
む
こ
と
和
と
同
じ
。】
と
い
う
。「
乃
龢
且
鳴
」
に
つ
い
て
、
32

王
輝
は
鐘
が
す
で
に
立
派
で
大
き
く
、
音
の
調
子
が
よ
く
合
う
こ
と
を
い
う
と
し

て
い
る
。

用

（
燕
）
用
寧
、
用
亯
（
享
）
用
孝
。
用
롰
（
祈
）
뼉
（
眉
）
壽
、

萬
年
無
彊
（
疆
）。
子
子
孫
孫
、
永
寶
用
樂
。

④
裘
錫
圭
は
、「

」
字
は
「
宴
」
と
通
用
す
る
「
燕
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
、「
用
燕
用
寧
」
の
意
は
賓
客
等
の
人
を
燕
（
宴
）
す
る
時
に

こ
の
鐘
を
用
い
、
彼
ら
を
安
樂
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

「
寧
」
は
『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
安
也
。」
と
い
い
、邢

の
疏
に
は
「
皆
安
樂
也
。」

と
い
う
。

「
用
亯
（
享
）
用
孝
」「
用
롰
（
祈
）
뼉
（
眉
）
壽
、
萬
年
無
彊
（
疆
）」
は
、

金

に
は
他
に
も
多
く
事
例
が
あ
る
。「
亯
（
享
）」「
孝
」
は
、『
爾
雅
』
釋
詁
に

「
享
、
孝
也
。」
と
あ
り
、
郭
懿
行
義
疏
に
「
享
者
、
祭
祀
之
義
也
。」【
享
は
、

祭
祀
の
義
な
り
。】
と
い
う
よ
う
に
、同
義
の
言
葉
で
あ
る
。「
뼉
（
眉
）
壽
」
は
、

長
壽
を
い
う
。「
萬
年
無
彊
（
疆
）」
は
「
萬
年
ま
で
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

「
子
子
孫
孫
、
永
寶
用
」
も
金

の
常
語
で
あ
り
、
演
奏
す
る
意
味
の
「
樂
」

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

訓
讀唯

れ
王
の
五
月
初
吉
丁
未
。
子
犯
、
晉
公
を
佑
け
左
右
た
り
て
、
其
の
邦
に
來

復
す
。
諸
楚
荆
、命
を
王
所
に
聽
か
ず
。
子
犯
及
び
晉
公
、西
の
六
師
を
率
ゐ
て
、

楚
荆
を
搏
伐
し
、孔

は
な
は

だ
大
功
あ
る
を
休

よ
ろ
こ

ぶ
。
楚
荆
、厥
の
師
を
喪
ひ
、厥
の
禹（
宇
）

を
滅
ぼ
す
。
子
犯
、晉
公
を
佑
け
左
右
た
り
て
、諸
侯
を
燮
し
て
王
に
朝
せ
し
め
、

克
く
王
位
を
奠さ

だ

む
。
王
、
子
犯
に
輅
車
四
뽡
・
衣
裳
・
黼
市
・
冠
を
賜
ふ
。
諸
侯
、

元
金
を
子
犯
の
所
に
羞す

す

め
、
用
て
龢
鐘
九
堵
を
爲つ

く

る
。
孔
だ
淑
に
し
て
且
つ
碩
な

り
、
乃
ち
龢
し
て
且
つ
鳴
る
。
用
て
燕
し
用
て
寧
ん
じ
、
用
て
享
し
用
て
孝
す
。

用
て
眉
壽
、
萬
年
無
疆
を
祈
る
。
子
子
孫
孫
、
永
く
寶
用
し
て
樂
せ
よ
。

現
代
語
譯

王
の
五
月
初
吉
丁
未
の
日
。
子
犯
は
晉
公
を
助
け
て
そ
の
側
に
居
り
、
晉
に
歸

國
し
た
。
楚
と
そ
の
同
盟
國
は
周
王
の
命
令
を
聽
か
な
か
っ
た
。
子
犯
と
晉
公
は

西
の
六
師
を
率
い
て
、
楚
を
攻
擊
し
、
大
い
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を

ん
だ
。

楚
は
そ
の
師
を
失
い
、
そ
の
邊
境
の
領
地
が
滅
び
た
。
子
犯
は
晉
公
を
助
け
て
そ

の
側
に
居
り
、
諸
侯
を
ま
と
め
て
王
に
朝
見
さ
せ
、
周
王
の
王
位
を
安
定
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
周
王
は
子
犯
に
輅
車
と
そ
れ
を
引
く
四
頭
の
馬
・
衣
裳
・
黼
市
・

冠
を
賜
っ
た
。
諸
侯
は
良
い
銅
を
子
犯
に
獻
上
し
、
そ
れ
を
用
い
て
こ
の
龢
鐘
九

堵
を
鑄
造
し
た
。（
こ
の
鐘
は
）
甚
だ
美
し
く
か
つ
大
き
く
、
よ
く
調
和
し
て
か

つ
鳴
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宴
し
安
ん
じ
て
、
祭
祀
を
執
り
行
う
。
長
壽
が
萬
年
ま



子
犯
鐘

一
三
〇

で
も
止
ま
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
祈
る
。
子
子
孫
孫
ま
で
こ
の
鐘
を
永
く
寶
と
し

て
用
い
演
奏
せ
よ
。

參
考子

犯
鐘
は
以
上
の
よ
う
に
作
成
年
代
が
分
か
る
た
め
、
そ
の
銘

は
春
秋
時
代

の
禮
制
を
考
え
る
上
で
參
考
と
な
る
。
ま
た
、『
左
傳
』『
史
記
』
と
對
應
す
る
部

分
も
あ
り
、
そ
の
史
料
價
値
は
高
い
。
一
方
、
鐘
本
體
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
設
計
に
基
づ
い
た
も
の
か
、
ま
た
、
そ
の
歷
史
的
變
化
を
硏
究
す
る
上

で
も
見
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

子
犯
の
關
連
器
と
し
て
、
首
陽
齋
・
上
海
博
物
館
・
香
港
中

大
學

物
館
編

『
首
陽
吉
金
―
胡
盈
瑩
・
范
季
融
藏
中
國
古
代
靑
銅
器
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
、
五
二
）
に
著
錄
さ
れ
る
、
子
犯
鬲
が
あ
る
。

子
犯
鬲

器
制

通
高10.9 cm

口
徑14.7 cm

腹
深6.9 cm

腹
徑13.3 cm

重
量1115

g

銘
五
字

『
首
陽
吉
金
』
に
よ
る
と
、
口
沿
は
廣
く
平
ら
で
、
頸
部
は
細
く
短
く
な
っ
て

お
り
、
頸
部
の
下
か
ら
肩
に
か
け
て
は
丸
く
、
鼓
腹
で
、
三
獸
蹄
足
で
あ
り
、
足

の
內
側
は
や
や
平
ら
に
な
っ
て
い
る
。
器
の
本
體
に
は
三
つ
の
脊
が
あ
る
。
腹
部

は
龍
紋
を
飾
り
、
こ
の
龍
紋
は
太
い
線
で
構
成
さ
れ
、
帶
は
四
角
で
、
體
軀
は
互

い
を
卷
き
込
む
よ
う
に
曲
が
り
、
計
四
個
の
龍
紋
で
一
組
と
な
る
。
中
間
の
二
つ

の
角
は
灣
曲
し
て
相
連
な
る
。
兩
側
の
龍
紋
は
逆
さ
ま
で
、
角
と
中
間
の
龍
紋
の

接
す
る
部
分
は
嚙
み
合
っ
て
お
り
、
構
圖
は
頗
る
獨
特
で
あ
る
。
通
常
、
こ
の
種

の
樣
式
の
鬲
は
、
そ
の
多
く
が
二
つ
の
向
か
い
合
っ
て
尾
を
卷
い
て
い
る
龍
紋
を

飾
っ
て
お
り
、
こ
の
子
犯
鬲
は
比

的
珍
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

口
部
に「
子
봪（
犯
）乍（
作
）寶
鬲
」【
子
犯
、寶
鬲
を
作
る
。】と
銘

が
あ
る
。子犯鬲
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